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はじめに

女性のおかれている現状（歴史的背景を含む）

男女平等に関する法律・政策

労働組合の取り組み

今日の内容



①若干の自己紹介

宮崎県（九州）延岡市出身

延岡市役所勤務

現在、市役所を休職して自治労女性部長に

女性部とは…
スローガン：「結婚しても出産しても年を取っても定年まで安心

して働き続けられる職場づくり」

年齢・職種を超えた女性で構成。昨年結成60年。

１．はじめに



～みなさんの男女平等のイメージって

どんなものでしょう～

女性と男性が対等 自由に意見が言い合える

就職から退職まで同等の扱い（待遇）を受ける

賃金（給与）が同じ

などなど・・・

男女平等のイメージ



・女性は「あか」男性は「あお」

ex.トイレ、ランドセル、

・参観日、ＰＴＡは母親が担当

・自分の意思にかかわらず、役割が決められている

ex.女性は窓口・受付、経理、男性は企画・立案
ex.朝の掃除、お茶くみ、終業後のごみ捨て

こんなことはありませんか
（過去の経験から）



社会的性差。

生物学的な差ではなく、男は○○○、女は○○○というよう
に社会的につくられたもの。今の日本で一般的に考えられて
いること。文化や時代によって変化する

もっというと、「女は～すべき」「男は～すべき」

男の子は泣かない、女の子はおしとやかに

男性が外で働き、女性は専業主婦

「女は黙ってろ！」

「誰のおかげで食わせてもらってると思ってるんだ！」

長年、社会の中で人間によってつくられ、

根強い固定観念、慣習として残っている

社会的につくられた性差（ジェンダー）



出典：内閣府男女共同参画白書

女性を取り巻く状況の変化



女性の就労に関する意識の変化



女性の社会進出に対する意識の変化



戦前

「家」制度の中で女性の発言権なし

生まれたら親に従い、嫁いだら夫に従い、老いては子に従う

戦後 男女平等への取り組みがはじまる

女性の参政権

男女雇用機会均等法

女性差別撤廃条約の批准

男女共同参画社会基本法

次世代育成対策推進法

女性活躍推進法 など

女性の社会進出の歴史



1925年：普通参政権の成立。納税要件の撤廃
※ただし満25歳以上の男子に限られる

1945年：婦人参政権が実現。
20歳以上のすべての男女。
※1946年4月10日の第1回衆議院議員選挙で行使。
39人の女性議員誕生

2015年：公職選挙法改正
※18歳以上のすべての男女に

女性の社会進出の歴史 その１

～女性の参政権～



男女平等を進める動き

◆国際婦人年：1975年
「国際婦人年世界会議（メキシコ）」の中で、国連加盟各

国が男女差別の撤廃のための施策に取り組むことを決定。

10年間の世界行動計画を決議し、5年後に改善の成果を持
ち寄ることを確認

→女性差別をなくす運動が一気に盛り上がる
◆女性差別撤廃条約：1979年
国連の中で「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃」を

採択

→各国で批准の取り組み

女性の社会進出の歴史 その２

～国際婦人年と女性差別撤廃条約～



「人種・性・言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自
由を尊重するように、助長奨励することについて国際協力を達成すること」（国
連憲章第１条３）6部30条からなる
第11条（抜粋）
締約国は，男女の平等を基礎として同一の権利，特に次の権利を確保することを目的として，雇用の分

野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。

(b) 同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の適用を含む。）についての権利
(c) 職業を自由に選択する権利，昇進，雇用の保障並びに労働に係るすべての給付及び条件について
の権利並びに職業訓練及び再訓練（見習，上級職業訓練及び継続的訓練を含む。）を受ける権利

(d) 同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。）及び同一待遇についての権利並びに労働の
質の評価に関する取扱いの平等についての権利

締約国は，婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を防止し，かつ，女子に対して実効的な労働の

権利を確保するため，次のことを目的とする適当な措置をとる。

(a) 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を
課して禁止すること。

(b) 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い，かつ，従前の雇用関係，先任及び社会保障上の利益の
喪失を伴わない母性休暇を導入すること。

(c) 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを両立させることを可能とするために必
要な補助的な社会的サービスの提供を，特に保育施設網の設置及び充実を促進することにより奨励す
ること。

(d) 妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の作業においては，当該女子に対して特別
の保護を与えること。

女性差別撤廃条約



ところが…
戦前の考え方

男性＝外で働く（稼ぐ）

女性＝家を守る、子どもを産み、家事をする

戦後、女性の社会進出が進んできたが、主な稼ぎ手は男性
（夫）で、女性は家計補助的な役割

→募集、採用、賃金、役職に男女間格差は当然の状態

国内法の整備なしには条約の批准ができない

「勤労婦人福祉法」と「国籍法」の改正

女性の社会進出の歴史 その３

～女性差別撤廃条約の批准～



雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保等に関する法律（1986年施行）
勤労婦人福祉法の改正によって成立

◆労働者の募集、採用、配置、昇進、降格、解雇などについて性別を

理由とする差別的取扱いを禁止（第5条、第6条）
◆間接差別の禁止（第7条）
◆婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止（第9条）
◆セクシャルハラスメント防止（第11条）
◆ポジティブアクション（積極的改善）の導入（第14条）

女性の社会進出の歴史 その４

～男女雇用機会均等法①～



均等法施行から30年（東京新聞 2016．1．24）
採用や昇進などの女性差別解消を目指す男女雇用機会均等法が施行
された1986年に大手企業に入社した現在50代前半の女性総合職のうち、
昨年10月時点で約80％が退職していたことが23日、共同通信の調査で
分かった。各業界の主要な会社計約100社に実施したアンケートに回
答した28社の約千人分のデータを分析した。
均等法施行からことし4月で30年。法施行で企業は重要業務を担い
幹部候補生である総合職で大卒女性の採用を始めた。しかし長時間労
働などの慣習は変わらず、育児と仕事の両立支援も遅れたため、1期
生の多くが職場に定着できなかった。

女性が働き続けるうえで、見えない壁が存在している

女性の社会進出の歴史

～男女雇用機会均等法②～



年齢階層別にみる女性の就労状況
◆日本はいわゆる「Ｍ字型カーブ」
国際比較（※ジェンダーギャップ指数）日本は145か国中101位
※世界男女格差指数。世界経済フォーラムが毎年発表、
経済活動や政治への参画、教育水準、健康などで比較



第1子出産前後の就労経歴
※62％が出産を機に退職



女性が働き続けるうえでの「みえない壁」①

共働き世帯の家事・育児事情



女性が働き続けるうえでの「みえない壁」②
育児関連時間・国際比較



女性が働き続けるうえでの「みえない壁」③

長時間労働の実態



賃金の男女間格差の実態



女性の年齢階級別就業率（雇用形態別）
＊年齢階級別に女性の就業形態をみると、「正規の職員・従業員」は２５～２９歳がピーク

＊年齢別の就業率は、３５～３９歳を底に再び上昇していくが、パート・アルバイト等の非正規

雇用が主



女性労働者における正規雇用と非正規雇用の推移
2000年代前半に逆転、非正規の割合が増大
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出典：総務省「労働力調査（詳細集計）
＊2000年のみ総務省「労働力調査（特別調査）」



女性の管理職比率 ※長期的にみて上昇傾向



女性の管理職比率（国際比較）

※国際的には低く、アジア諸国の中でも低い状況



女性役職者が少ない理由（企業の回答）
女性役職者が少ない（※）理由については、「採用の時点で女性が少ない」や「現時点で
は、必要な知識や経験、判断能力などを有する女性がいない」、「可能性のある女性はい
るが在職年数など満たしていない」、「女性のほとんどが役職者になるまでに退職する」、

「女性本人が希望しない」という回答が多く挙げられている。



女性の採用状況
* ○総合職採用者の男女比率を見ると、女性の採用は１割程度にとどまっている

* ○応募者に対する採用状況は、女性の方が相当程度厳しい状況。

* ※男性が17倍（採用割合5.8%)なのに対し、女性は63倍（採用割合1.6%)となっている。

資料出所：厚生労働省「コース別雇用管理制度の実施・指導状況」（平成
22年度）
※対象企業：都道府県労働局雇用均等室が把握したコース別雇用管理

制度導入企業のうち全国１２９社（以下同じ）

（参考）平成23年度
応募者数女性13,373人、男性28,845人
採用者数は内定者数を計上



1.57ショック
「ひのえうま年」の合計特殊出生率（1.58）を下まわる
※経済的な問題や働きながらの子育てに不安

→働きながら子どもを産み育てられる環境づくりは必至！
→低賃金労働者（非正規）の処遇改善は女性労働者全体の
課題

法整備と職場環境づくりをどうすすめるか

法や制度をどう守らせるか

ワークライフバランスと賃金格差是正



ワークライフバランス

～育児・介護休業法～

■子が１歳（保育所に入所できないなど、一定の場合は１歳半）
に達するまで （父母ともに育児休業を取得する場合は、子が１歳２ヶ月に達す
るまでの間の１年間＜パパ・ママ育休プラス＞） の育児休業の権利を保障

■父親が出産後８週間以内に育児休業を取得した場合、再度育児休業取得が可能

■配偶者が専業主婦（夫）であっても育児休業の取得は可能

■対象家族１人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに3回、
通算して９３日まで、介護休業の権利を保障

※①同一の事業主に引き続き１年以上雇用されていること、
②子が１歳６ヶ月に達する日までに、その労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、
更新後のもの）が満了することが明らかである者を除く



＜次世代育成支援対策推進法とは＞
■次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される社会の形成に資する

ことを目的とする法律

■2015年3月（平成26年度末）までの時限立法→2025年3月までに期間延長

■従業員数101人以上企業において、一般事業主行動計画策定義務

＜一般事業主行動計画とは＞
■企業が、次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」）に基づき、従業員の

仕事と子育ての両立を図るために策定する計画

■行動計画の策定、一般への公表、従業員への周知、労働局への届出義務

■従業員数100人以下企業は、努力義務

＜子育てサポート企業マーク・くるみん、プラチナくるみん＞
■行動計画に定めた目標の達成など、９つの認定基準を満たした企業は「子育てサ
ポート企業」としてくるみんマークを受けることができる

（2016年3月現在2484社）

■くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準

の取組を行っている企業の評価・継続的な取組を促進のため、新たにプラチナくる
みんを認定（2016年3月現在79社）

次世代育成支援対策推進法



男女共同参画局と男女共同参画会議を設置（内閣府）

＜基本理念＞
性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の

実現は緊要な課題

男女共同参画社会の実現は21世紀の（日本の）社会を決定する最重要課題

（1）「男女の個人としての尊厳が重んぜられること」（第2条）
男女は対等な社会の構成員

男女が性別による差別的取扱いを受けないこと

（2）「男女の人権の尊重」（第3条）
男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること

（3） 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画の策定（第13条）

2015年12月に第4次男女共同参画基本計画を閣議決定
長時間勤務や転勤が当然とされている男性中心の働き方等を前提とする労働慣行の見直し

男女共同参画社会基本法（1999年）



2020年までに指導的立場の女性の比率を30％に
すべての働く女性が、その個性と能力を十分に発揮し、活躍できる
環境を整備するための法律
そのために事業主行動計画と地域の推進計画を策定

■事業主行動計画
国および地方公共団体、労働者301人以上の企業は義務
①女性の活躍状況の把握・課題分析
②行動計画の策定・周知・公表・届出
③女性の活躍に関する情報の公表
④計画の実施・点検・評価
（300人以下は努力義務）

■地域推進計画（努力義務）
地域内の女性活躍を推進するための計画

女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律（女性活躍推進法）」



■女性が参画することによって新たな視点が生まれる

■女性が働きやすい職場は男性も働きやすい

■女性の課題を労働者全体の課題として考える

1995年｢男女がともに担う自治労計画｣を策定
・労働組合の意思決定機関への女性の参画

・女性役員の積極的な育成と登用

・男女平等の職場・組合づくり

法律や職場環境の整備、法律を守らせる日ごろの取り組
みが重要

労働組合がない職場にも影響をおよぼすことができる

男女がともに担う自治労運動



～女性部～

結婚や出産、育児や介護、昇進・昇格や賃金の格差など、
働くことによって起こりうる悩みについて話し合い、共
有、改善に向けた取り組みへ

（自治労以外の女性との連帯）

・お茶くみをなくす

・産前産後休暇の延長（産前6週→産前8週）
・女性の若年定年制の廃止

・育児休暇制度の確立

（教員・看護師・保育士から全職種

有給・選択制・現職復帰・代替要員の確保）

・育児休暇取得による賃金格差をなくす

男女がともに担う自治労運動



おわり
ご静聴ありがとうございました


